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いわば防衛力そのものとしての	
防衛生産・技術基盤の強化第1章

近年、科学技術の急速な進展が、安全保障のあり方に
根本的な変化をもたらしている。各国は、自国の技術的
優越を確保するため研究開発を加速しており、とりわ
け、将来の戦闘様相を一変させうる、いわゆるゲーム・
チェンジャーと呼ばれる先端技術の獲得に注力してい
る。

A
Artificial Intelligence

I、量子技術、新たな形でのエネルギーの利用といっ
た新技術は、装備品等1へ適用されて、戦闘様相を従来の
陸・海・空領域から、宇宙・サイバー・電磁波領域や人
の認知領域にまで広げつつある。また、AIやS

Social Networking Service
NSなど

の情報関連技術や情報インフラの急速な進展は、軍事的
手段と非軍事的手段を組み合わせたハイブリッド戦を発
生させ、偽

にせ
情報の拡散を通じた情報戦を拡大させるリス

クなども劇的に高めている。
わが国においても、今や新しい戦い方に対応する優れ

た装備品等を早期に獲得することは急務である。その獲
得は、わが国国内における技術的知見の蓄積や、高度な
技能を有する人材の育成、特殊なニーズを満たす製造設
備・施設の整備・維持などといった、長期にわたる不断

1	 自衛隊が使用する装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品（これらの部品及び構成品を含み、専ら自衛隊の用に供するものに限る）。
2	 製造、研究開発及び修理並びにこれらに関する役務の提供。

の取組によりようやく実現することが可能となる。この
ため防衛省は、優れた装備品等を確保するために不可欠
の要素を総じて、基盤的なもの、すなわち「防衛生産・
技術基盤」として捉え、その維持・強化に努めてきた。
しかしながら、近年、防衛生産・技術基盤を取り巻く環
境は、技術の高度化によるコストの増大や国際情勢の複
雑化・不安定化に伴うサプライチェーン上のリスクの顕
在化といった変化を生じており、これが需要の限定性や
仕様の特殊性といった装備品等の特有の性質とあいまっ
て、主として防衛産業において、収益性の低さと、それ
による事業の継続・成長への消極的見通しを生じるに
至った。直近では、防衛産業における事業撤退が断続的
に生じ、また、撤退まで至らずとも新規投資は行いがた
いという声が挙がるに及び、装備品等の可動率の低下を
招いて自衛隊の運用に影響をきたしかねない懸念さえ生
起していた。

現代において自衛隊は、高度な技術が適用された装備
品等を用いて初めて、その能力を十分に発揮し、わが国
防衛の任務を全うすることができる。政府は、2022年
12月に策定した国家安全保障戦略などにおいて、防衛
生産・技術基盤を取り巻く厳しい現状を直視し、優れた
装備品等の確保に不可欠の要素である防衛生産・技術基
盤を、いわばわが国の防衛力そのものと位置づけること
によって、その抜本的な強化に取り組んでいく方針を明
確に示した。

	第1節	 防衛生産基盤の強化
わが国における防衛生産基盤には、いくつかの特徴が

ある。まず前提として、工
こう

廠
しょう

（装備品等にかかる国営工
場）を持たないわが国においては、基盤の重要な役割を
民間企業に大きく依存している。したがって、防衛力の
抜本的強化が求められるなか、自衛隊の任務遂行に必要
な装備品等の確保を担保する防衛産業の重要性はますま

す高まっている。そのうえで、装備品等の製造等2にあ
たっては、高度な要求性能や保全措置への対応が必要と
なり、企業がそのための投資に踏み込むには、経済合理
性の観点から一定の予見可能性が必要となる。さらに、
顧客は基本的には防衛省・自衛隊に限定されることもあ
り、企業にとって投資回収の機会は限られる。

ゲーム・チェンジャー
例えば、AI、極超音速技術、高出力エネルギー技術や量子技術
など、将来の戦闘様相を一変させる先端技術のこと。民生分野
における先端技術が軍事技術に転用されたものもあり、各国は
こうした技術の開発に注力している。

KEY WORD
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こうした特徴などに起因し、わが国の基盤の弱体化が
進んでいる。そうしたなか、防衛事業からの撤退や事業
規模の縮小を決断する企業が断続的に現れている。その
結果、自衛隊の運用に必要不可欠な装備品等の安定的な
調達に支障が生じるだけでなく、長期的には、適正な競
争環境やイノベーションが失われ、安全保障分野におけ

3	 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
4	 装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針

るわが国の技術的優位性を喪失するおそれもある。
さらに、近年、サイバー攻撃によって情報を盗まれる

リスクや外国政府による輸出規制によって原材料などが
輸入できなくなるリスクなどが顕在化している。

こうしたわが国の基盤を取り巻く環境を踏まえ、これ
を維持・強化するための各種施策を講じていく。

	 1	 防衛生産基盤強化法と基本方針
わが国の防衛産業は装備品等のライフサイクルの各段

階（研究、開発、生産、維持・整備、補給、用途廃止など）
を担っており、装備品等と防衛産業は一体不可分である。
防衛産業が高度な装備品等を生産し、高い可動率を確保
できる能力を維持・強化していくために必要な施策を講
じるため、防衛生産基盤強化法3が2023年6月に成立し、
同年10月に施行された。

この法律において、防衛大臣は、基本方針4を定めるこ
ととされており、同年10月にこれを公表した。この基本
方針では、防衛生産基盤強化法に定められた施策が適切
に実施されるために必要な事項を定めるとともに、
2014年に策定した「防衛生産・技術基盤戦略」に代わ
り、今後の基盤の維持・強化の方向性を新たに示した。

資料62（装備品等の開発及び生産のための基盤の強
化に関する基本的な方針）

1　基盤の維持・強化に関する 
主な方向性

（1）　基盤の維持・強化の意義
国内に基盤を維持・強化する意義として、わが国の安

全保障上の主体性の確保や抑止力の向上、国内産業への
経済的・技術的貢献といった観点はこれまでも指摘され
てきた。これは国内の基盤が高度な装備品等の早期獲得
や自衛隊の十分な継戦能力の維持・確保に重要な役割を
果たすことに加え、防衛産業は防衛省と直接の契約関係
にあるプライム企業と、その下に広がる中小企業を中心
とした幅広いサプライヤーから構成されるすそ野が広い
産業であるためである。

加えて、近年、経済安全保障の観点から各国による技

術の囲い込みが進み、また、新型コロナウイルスの感染
拡大などでサプライチェーンの途絶なども生じた。こう
した背景から、わが国防衛に直結する装備品等の安定的
な製造等や技術的優位性を確保する観点からも、基盤を
国内に維持・強化する必要性は一段と高くなっている。

（2）　装備品等の取得の考え方
装備品等の取得方法については、わが国を防衛するた

めに必要な性能を有する装備品等を取得するという当然
の前提のうえで、経費面においても継続的な取得や維持
整備が可能である必要があることを念頭に置きつつ、ま
た、わが国に比較優位がある分野を育成し、劣後する分
野や欠落する分野を必要に応じ補完する観点に加え、基
盤を国内に維持・強化する必要性が一段と高くなってい
ることを踏まえて決定していく必要がある。具体的には、
装備品等を新たに取得するにあたって、以下の分野を中
心に国産による取得を追求する。
ア　運用構想、性能、取得経費、ライフサイクルコスト、

 参照

進水式を迎えたもがみ型護衛艦「ゆうべつ」（2023年11月）
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スケジュールなどの諸条件を国内技術で満たすこと
ができるもの

イ　有事の際の継戦能力の維持と平素からの運用、維持
整備にかかる改善能力の確保の観点から不可欠なも
の（例：弾薬、艦船）

ウ　機密保持の観点から外国に依存すべきでないもの
（例：通信、暗号技術）

エ　わが国の地理的、政策的な特殊性を踏まえた運用構
想の実現に不可欠なもの

オ　外国からの最新技術の入手が困難なもの
カ　経済的手段による外的脅威の対象となりうるもの

（3）　国際協力の考え方
各国が軍事分野での研究開発にしのぎを削り、技術の

進展が著しい昨今、必要な基盤を自国のみで維持するこ
とは困難であり、他国に依存すべきでない装備品等にか
かる基盤は国内において維持・強化することを基本とし
つつも、装備・技術面での国際協力を推進していくこと
が不可欠となっている。したがって、国際共同研究・開
発、さらには積極的な国際協力やライセンス国産を推進
し、各国の優れた技術をわが国の装備品等に取り込むこ
とが必要である。

また、装備移転は、特にインド太平洋地域における平
和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止し
て、わが国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国
際法に違反する侵略や武力の行使または武力による威嚇
を受けている国への支援などのための重要な政策的な手
段となる。こうした観点から、官民一体となって安全保
障上意義の高い装備移転や国際共同開発を幅広い分野で
進めていく。

（4）　防衛産業のあるべき姿
必要な装備品等の製造等を行い、高い可動率を支える

ことのできる能力が維持されることが最も重要である。
また、欧米など諸外国の防衛産業のように、国際競争

力を持った防衛産業としていくためには、防需依存度
（防衛事業の売上高の比率）が高い企業が主体となった
防衛産業を構築することなど、産業構造を見直していく
ことが重要である。

5	 装備品等の製造等の事業を行う事業者。
6	 防衛大臣が指定する自衛隊の任務遂行に不可欠な装備品等であって、その製造等を行う特定の装備品製造等事業者による製造等が停止された場合に、防衛

省による適確な調達に支障を生じるものをいう。

（5）　装備品等の安定的な製造を確保するための
国と事業者の役割

国は、装備品製造等事業者5が防衛事業に携わり、さら
に継続すると判断するに足る環境を整える観点を重視す
る一方、事業者は、自らが国防を担う重要な存在である
との認識を改めて強く持ったうえで、基盤の維持・強化
に主体的に取り組むことが期待される。

2　防衛生産基盤強化法に基づく措置
（1）特定取組（サプライチェーン強靱化、製造工

程効率化、サイバーセキュリティ強化、事業
承継など）

装備品等の製造等に際しては、外国政府が輸出を規制
して原材料などの輸入が困難となるリスク、老朽化した
設備が更新されず生産性や技術水準が低迷し納入遅延や
要求性能未達となるリスク、工程においてマルウェアや
スパイウェアが混入するといった懸念部品のリスク、サ
イバー攻撃によって性能などの情報が流出するリスク、
事業継続が困難となって防衛事業から撤退するリスクと
いった、装備品等の安定的な製造等を損なう様々なリス
クが想定される。このようなリスクに効果的に対応し、
プライム企業とサプライヤーから構成されるサプライ
チェーンが効果的・効率的に機能し、指定装備品等6の
安定的な製造等に寄与するよう、事業者により以下の特
定取組がなされる必要がある。
ア　サプライチェーン強靱化

・・　原材料の国産化・備蓄
・・　代替素材、部品等の研究開発など

イ　製造工程効率化
・・　最新設備などの導入
・・　人工知能による検査工程自動化など

ウ　サイバーセキュリティ強化
・・　情報システムの強化
・・　社内人材育成など

エ　事業承継など
・・　製造設備などの整備
・・　人材育成（技術・ノウハウ習得）など
防衛大臣は、事業者から提出された特定取組に関する
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計画について、基本方針に従い、認定する。防衛省は、認
定後に事業者と特定取組にかかる契約を直接締結し、当
該契約の定めに従って遅滞なく対価を支払うこととして
いる。2023年度は、計36件、約99億円について認定を
行ったところである。

（2）装備移転の円滑化・指定装備移転支援法人
装備移転に際し、わが国の安全保障上の観点から適切

な仕様・性能の変更などを事業者に実施させる場合があ
る。特に、わが国の装備品等に使われている先進的な技
術に関する情報を保全することにより、諸外国に対する
防衛分野における技術面での優位性が失われる懸念につ
いて適切に対応する必要がある。

こうした観点で防衛大臣が事業者に対して仕様と性能
の調整を求める場合に、これにかかる必要な費用を助成
金として交付する。

上記の助成金の交付とこれに必要な基金を管理し、ま
た、装備移転が防衛省の政策目的に適合したものとして
事業者による装備移転が適切な管理のもとで円滑に行わ

れるようにするために、2024年2月16日、防衛大臣が
指定装備移転支援法人を指定した。

同法人に対して、基金を造成するため、2023年度400
億円、2024年度400億円を交付したところである。

3節2項（防衛装備移転の推進のための取組）

（3）装備品等秘密の保全
装備品等の製造等にあたって、より質の高い装備品等

を安定的に調達するために、防衛省は先端技術などの装
備品等に含まれる秘密情報を事業者に提供している。一
方で、近年、安全保障上の懸念国によるサイバー攻撃、
企業買収の働きかけなど、装備品等に含まれる秘密情報
の流出の脅威がこれまで以上に高まっている。

こうした観点で、事業者に提供していた秘密情報を
「装備品等秘密」として改めて指定し、これを取り扱う事
業者とその従業者に情報管理の徹底を求めることとし
た。また、この秘密を故意に漏えいなどをした者に対し
て、自衛隊員などを対象にした秘密漏えい時と同様の罰
則を措置することで、効果的に漏えいを防止する。

（4）防衛大臣による装備品製造施設等の取得など
上記（1）と（2）の各種取組では防衛省による指定装

備品等の安定的な調達ができないと判断される場合に
は、当該指定装備品等の製造等をする施設や設備を防衛
省が取得することができる。取得した製造施設等は、事
業者が指定装備品等の製造等のために防衛省から委託を
受けてその管理を行う。このため、本制度を適用した場
合でも事業主体は民間企業であり、通常の企業活動と何
ら変わりなく、効率的な運営が期待される。

図表Ⅳ-1-1-1（防衛生産基盤強化法の概要）、3節1
項（防衛装備移転三原則にかかわる制度）

 参照

 参照

資料：防衛生産基盤強化法について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/hourei_dpb.html

計画認定を受け特定取組を行う事業者に贈られる「君シカオランシール」
（戦闘車両エンジン燃料噴射ポンプの製造で認定を受けた清水ノーヅル（株））
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図表Ⅳ-1-1-1 防衛生産基盤強化法の概要

防衛生産基盤強化法の概要

1　防衛産業の位置付け明確化 2　サプライチェーン調査

3　基盤強化の措置

6　製造施設等の国による保有 7　装備品等契約の秘密保全

4　装備移転円滑化措置 5　資金の貸付け

・ 装備品等の開発・生産の基盤の維持・強化につい
て、その重要性が一層増していることを明確化。

・ 基盤の強化に関する基本方針を防衛大臣が定め、
公表。

・ 基盤の強化に資する事業者の取組を認定のう
え、（サプライヤ企業に対しても）直接的に経費
を支払。

→サプライチェーンリスクへ対応し、基盤強化を
推進。

・ 他の措置を講じてもなお他に手段がないとき、
国が製造施設等を取得し、事業者に管理を委
託。

→ 装備品等の製造等や適確な調達を確保。

・ 装備品等に関する機微な情報の保全強化のた
め、契約上の守秘義務から法律上の守秘義務
へ。

・ 装備移転のため、移転対象の装備品等の仕様・性能
等を国の求めにより変更する場合に、必要な費用を
助成。

・ 株式会社日本政策金融公庫により、装備品等の
製造等に必要な資金の貸付けを配慮。

・ 国が調査を実施し、サプライチェーンリスクを直
接把握。

・ 調査に対する事業者の回答については、努力義務。
→ 調査結果を基盤強化の措置に活用。

令和5年法律第54号

（4 参考）装備移転
移転対象となり得る防空レーダー

上：従来の手作業による製造工程
下：金属3Dプリンタ導入による自動化（イメージ）

（6 参考）米国における製造施設等の国有事例
上：空軍 United States Air Force Plant4
下：陸軍 Joint Systems Manufacturing Center

認定事業者

防衛大臣の求め

日本政策金融公庫

貸付けの配慮

装備品製造等事業者

補助金

指定支援法人（基金）

取得

運営

管理委託

契約上の守秘義務

法律上の守秘義務

認定事業者

装備移転
助成金

（3-③ 参考）サイバーセキュリティ強化
基盤強化の措置（イメージ）

①サプライチェーンリスク対応
②製造工程効率化
③サイバーセキュリティ強化
④事業承継等

（3-② 参考）製造工程の効率化

431 令和6年版 防衛白書

第1節 防衛生産基盤の強化

第
1
章

第
Ⅳ
部

い
わ
ば
防
衛
力
そ
の
も
の
と
し
て
の
防
衛
生
産
・
技
術
基
盤
の
強
化

防衛2024_4-1.indd   431防衛2024_4-1.indd   431 2024/06/20   15:38:162024/06/20   15:38:16



①装備品の開発・生産拠点強化にかかる取組VOICE

	日本電気株式会社（NEC）　ANSビジネスプロモーション部門 ANSサプライチェーン統括部 ディレクター　中
なか
松
まつ
　栄
えい
治
じ

当社は、東京の府中事業場を主な拠点として装備品の
開発、生産、システムインテグレーションを展開してい
ます。警戒監視レーダや水中音響装置などのセンサ事
業、野外通信システムや衛星通信システムなどのネット
ワーク事業、自動警戒管制システムなどのITシステム
事業により、海中から宇宙まで幅広い分野で高度な技術
力とソリューションを活かして、製品やシステムを提供
し、防衛力整備の一翼を担っております。
装備品の生産増加への対応のため、生産基盤の強化に

取り組んでおり、生産設備の更新、増強や、人員の大幅
強化（2025年度までに1,000人規模の増員）と合わせ
て、府中事業場内に8階建ての新棟を建設しています
（2024年度完成予定）。これは将来の府中事業場のあり
たい姿を描いたグランドデザインに基づく設備・施設

のリノベーションの第一弾であり、「高度なセキュリ
ティ対策」と「柔軟な働き方」の両立を図りながら、従
業員・お客様・パートナー様・地域が一体化した生産
拠点を目指して進めています。
これらの施策を継続して着実に実行し、今後もわが国

の安全保障の基盤となる防衛力整備に貢献できるよう
活動してまいります。

府中事業場のグランドデザイン抜粋【日本電気㈱提供】

②「君シカオラン」で、装備品のキーサプライヤーに。

株式会社中
ちゅう
金
きん
　専務取締役　井

いの
上
うえ
　裕

ひろ
嗣
つぐ

                  常務取締役　寺
てら
西
にし
　一

かず
明
あき

―アルミニウムの表面処理で先駆ける技術力を培い、
社会の発展と人間の豊かさに貢献する―　この思いで、
当社は、装備品の一部のアルミニウム部品への表面処理
をプライム企業（防衛省と契約関係にある企業）から請
負ってきました。今般、政府が進める防衛力の抜本的強
化を受け、プライム企業が装備品の生産体制を強化され
ることとなり、代わって、同企業が担う装備品の表面処
理工程を当社が承継することとなりましたが、ここで活
用したのが、防衛省の「君シカオラン」制度（防衛生産
基盤強化法による基盤強化措置）です。
必要な経費が直接企業に支払われるこの制度により、

安心して生産体制が構築できるだけでなく、装備品の
キーサプライヤー、まさに日本で「君シカオラン」企業
として安全保障に貢献できることを誇りに思います。

「君シカオラン」制度の活用により整備が進む、新たな表面処理ライン
写真は筆者達
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	 2	 防衛生産基盤強化法以外の主な取組

1　防衛事業の魅力化
防衛事業は高度な要求性能や保全措置への対応の必要

性などにより、多大な経営資源の投入を必要とする一
方、収益性は調達制度上の水準より低い傾向にあった。
原価計算方式の価格算定において、企業努力を正当に評
価し、企業の適正な利益を算定する仕組みを構築しつ
つ、調達制度についてもより一層の効率化を促すための
各種契約制度の見直しを不断に行うこととしている。

2　防衛産業の活性化
（1）防衛産業参入促進展

2016年から、防衛生産・技術基盤を維持・強化する
ことを目的に、防衛産業に未参入の国内の有望な中小企
業などを発掘し、防衛関連企業や防衛省・自衛隊との
マッチングを図ることで、防衛産業に新規参入する機会
を創出、促進する展示会を実施している。2023年10月
には大阪で、2024年1月から2月にかけては東京で、そ
れぞれ2日間、計2回実施した。なお、大阪では、和田防
衛大臣補佐官（当時）から、東京では、高見防衛大臣補佐
官から防衛生産・技術基盤強化の重要性について説明し
た。

防衛産業参入促進展の様子

（2）防衛産業へのスタートアップ活用に向けた
合同推進会

防衛省・自衛隊は、スタートアップ企業と連携し、現
存する民生技術・既製品などを活用しながら、先端技術

研究の成果を装備品の研究開発などに積極的に取り込む
ことで早期装備化を推進している。こうした取組の一環
として、経済産業省と連携し、経済産業省が保有するス
タートアップ支援の枠組みやネットワークを活用し、防
衛省・自衛隊のニーズとスタートアップ企業などとの
マッチングを図る機会を創出するため、防衛省と経済産
業省の関係部署が会合する枠組みとして、防衛産業への
スタートアップ活用に向けた合同推進会を整備した。
2023年6月、9月、10月と2024年1月に計4回、実施
した。

図表Ⅳ-1-1-2（合同推進会に参加した企業の例）

（3）インダストリーデー
2022年から、国内防衛関連企業の日米共通装備品な

どのサプライチェーンやインド太平洋地域における米軍
の維持整備事業への参画を図るため、在日米軍および米
国防衛産業とのマッチングの機会となる展示会（インダ
ストリーデー）を実施している。2023年は10月に東京
で実施した。

4節6項（FMS調達の合理化に向けた取組の推進）

3　強靱なサプライチェーンの構築
2023年1月、日米防衛相会談にて、「防衛装備品等の

供給の安定化に係る取決め」（S
Security of Supply Arrangement

oSA）の署名がなされた。
本取決めは、装備品等（最終製品のみならず、その部品
や役務も含む。）を日米間で安定的に相互に供給し合う
ことを目的とした枠組みであり、装備品等の強靱で多様
化されたサプライチェーン構築に寄与するものである。

図表Ⅳ-1-1-3（防衛装備品等の供給の安定化に係る
取決め（SoSA）（イメージ））

4　防衛産業保全の強化
先端技術をめぐる国家間の競争が激化し、国家による

様々な手段による軍民双方の技術情報の獲得が試みられ
ており、防衛産業は、その最前線の様相を呈している。
防衛関連企業は、サイバー攻撃を含む諸外国の情報活動
などのリスクに晒されている。このようななかで、防衛
関連企業は、わが国の防衛上の秘密情報などを適切に保

 参照

 参照

 参照
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護しながら自衛隊の装備品等の開発・生産・維持整備を
行い、また、同盟国・同志国などの秘密情報などを保護
しながら防衛装備・技術協力に参画していく必要があ
る。

こうした事情を踏まえつつ、防衛装備庁においては、
国際水準を踏まえた防衛産業保全の強化を推進する取組
の一環として、2023年5月、欧米など30か国を超える
参加国間の産業保全措置の標準化などを目的とする「多
国間産業保全ワーキンググループ」（M

Multinational Industrial Security Working Group
ISWG）に加入し

た。
また、わが国の防衛産業に関心のある外国政府・外国

企業および防衛産業への参画を希望する国内企業を念頭
に、防衛産業の秘密保全制度の一覧性を高めるべく、防
衛省と契約した企業が守るべき事項を分かりやすく整理
した防衛産業保全マニュアルを同年6月に公表した。

これに加え、秘密ではないものの適切な保護を要する
情報についての対策を強化するため、米国防省が企業に
適用しているセキュリティ対策の基準（NIST SP800-
171）を参考に、これと同水準のセキュリティ対策を盛
り込んだ防衛産業サイバーセキュリティ基準に基づき、
同年4月以降、防衛関連企業において保有する情報シス
テムの改修などが進められている。

図表Ⅳ-1-1-2 合同推進会に参加した企業の例

参加企業（スタートアップ企業およびベンチャーキャピタルなど）

企業名 製品・サービスの概要

㈱イノフィス
中腰姿勢を保つ、人や重い物を持ち上げるなどの作業時に腰の負担を低減するアシストスーツを展開。
人工筋肉を活用したアシストスーツを中心に揃え、電力不要、防水防塵、軽量、簡単装着を特徴とする。腰
サポート5製品、腕サポート1製品を展開

㈱テラ・ラボ 長距離無人航空機などを活用した広域災害対策情報支援システム

メトロウェザー㈱ ドップラーライダーを活用した風況リモートセンシング観測、風況予測シミュレーション、 
不審ドローン検知・識別

㈱インフォステラ 衛星オペレータに対する地上局ネットワークサービス
セレンディクス㈱ 先端3Dプリンターによる断熱性・耐震性に優れた住宅施工
ミツフジ㈱ 銀めっき導電性繊維、ウェアラブルデバイス
TRUST SMITH㈱ AI/ロボティクス、画像処理技術を活用した工場・倉庫の自動化などのソリューション
インキュベイトファンド㈱ 創業期のスタートアップに競争力を有した独立系ベンチャーキャピタル

㈱東京大学エッジキャピタルパートナーズ 東京大学をはじめとする大学・研究機関などの技術や人材を活用するベンチャー企業への投資活動を
通じたベンチャー・キャピタル・ファンドを運営

リアルテックホールディングス㈱ 地球や人類の課題解決に資する革新的テクノロジー（リアルテック）を有するディープテック・スター
トアップへの投資育成を通じて社会課題解決に取り組む

JICベンチャー・グロース・インベストメンツ㈱ 産業および社会課題の解決と日本の国際競争力の強化に寄与する政府系ファンド
（注）上記のほか1社参加

図表Ⅳ-1-1-3 防衛装備品等の供給の安定化に係る取決め（SoSA）（イメージ）

米国防省

日本企業

防衛省

米国 企業

優先供給の要請

優先供給の要請

任意の協力依頼 DPAS（注）

優先供給

優先供給

（注）DPAS： 米国の国内法である国防生産法に基づき、米国防省から米国企業に対して、優先供給を義務付ける制度
Defense Priorities and Allocations System

安定供給 安定供給
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Ⅲ部1章4節5項2（2）（セキュリティ強化）

5　機微技術管理の強化
防衛装備移転時に技術の重要度や優位性などを踏まえ

た技術的機微性評価を実施し、機微性が高い技術につい
ては、技術のリバースエンジニアリング対策を推進する
など、技術流出防止に取り組んでいる。

近年、先端技術をめぐる国際競争が激化するなか、経
済安全保障施策の一つである特許出願の非公開に関する
制度、あるいは対内直接投資などについて、技術流出防
止の観点から関係府省庁と連携・協力している。

このほか、機微技術管理を強化するため、防衛技術の
専門家としての観点から先端技術の分析を実施し、重要
技術の特定・把握に努めるとともに、同盟国などと技術
分析の連携推進に取り組むこととしている。

6　情報発信など
（1）主要プライム企業との意見交換

2022年2月から防衛産業（主要プライム企業）との意
見交換を行い、同年4月以降、計2回、防衛大臣と主要プ
ライム企業の社長などが一堂に会した。加えて、防衛装
備庁長官と各企業防衛部門の長との間での意見交換を計
6回実施し、双方が認識している問題や課題を共有する
など、官民の協力・連携の強化を進めていくこととして
いる。

（2）「君シカオランセミナー」（全国巡回説明会）
防衛生産基盤強化法に基づく施策を有効なものとする

ためには、防衛産業において、これら新たな制度が周知
され、活用されることが不可欠である。特に、防衛産業
を構成するサプライヤーは全国各地に広く所在すること
から、防衛省は、2023年12月以降、「君シカオランセミ
ナー」（防衛産業向け基盤強化施策についての巡回説明

 参照

図表Ⅳ-1-1-4 「君シカオランセミナー」による防衛生産基盤強化法の広報活動

北海道千歳市のＪＲ長都駅に掲
示される「君シカオランセミ
ナー」のポスター

岡山県玉野市で開催される「君シカ
オランセミナー」

防衛装備庁ホームページにおける「君シ
カオランセミナー」参加者募集の様子

「君シカオラン」キャラクター
ホカニ･オラン＆ニホンニ･キミ
シカ（注）

（注）絶滅危惧種のオランウータンとニホンカモシカ。サプライチェーンリスクが顕在化しているわが国の
防衛生産・技術基盤を担うかけがえのない事業者を認定・支援する事業を担当している。

資料：防衛産業サイバーセキュリティ基準の整備について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/cybersecurity.html

資料：防衛産業保全マニュアルの整備について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/dism.html
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会）を全国各地で順次、実施している。
標題に冠する「君シカオラン」は、事業者による認知

度を高める観点から、これらの施策にかかるキャッチフ
レーズとともにキャラクターとして作成したものであ
る。2024年3月末時点において、全国11か所で同セミ

ナーを開催し、のべ約390社、500名を超える参加を得
た。今後も基盤強化のために、防衛産業に向けた施策の
周知に努めていく。

図表Ⅳ-1-1-4（「君シカオランセミナー」による防衛
生産基盤強化法の広報活動）
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